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別紙

戻 行 意見の対象となる該当箇所 意 見 

14頁 表中央､上段 全国をどのように分離してブロックを定めるかに

いては､国が定める方法､事業者が定める方法がある 

つ

○

放送対象地域について

地方ブロック向けデジタルラジオ放送のブロックわけは､氏 .聴取者の利益､地域の生活圏､経済､文化､歴史などを合的に考慮 し,関係事業者の意向も尊重 して決定するのが望しい○ 

放送サービスはハー ド.ソフト一致による事業形鯨が望まし

が､地方ブロック向けデジタルラジオ放送においてはハー ド整

備に多額 資金を必要とす こ などから､ハー ド.ソフ ト離型制度のの提案は検討に借す とと考えられるoしかし､ハー ドソフ トを一体的に運用できるるシステムが望ましいo又､放送であることを鑑みれば､ソフ ト事業者の編成権を保することはきわめて重要であるるo新サービスであつても､既ラジオ事業者の持つノウハウが生かされるような制度整備がましい○

国総ま

い

分.障存望

- ド事業者 とソフ ト事業者が異なることを許容す

｢ハー ド.ソフ ト分離｣の制度の活用を可能とする

とが考えられる0 ...-
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数を用いること等から､参入できる事業者が一定数

限られる一方､一定の社会的影響力を有することが

に 地方ブロック向けデジタルラジオ放送を含むマルチメディア

考 送について､｢放送局に係る表現の自由享有基準｣を適用する

放

と 

39貢 7行 -11行 場末の普及を実現するための手段としては､本サー

ス-の参入を希望している事業者の選定に当たり､

信端末の普及のための施策を審査項目とする等 ..

ビ 受信端末の普及について

受 受信端末の普及は､事業者にとって必須条件であるが､普及

. 施策は事業者の自主性にゆだねるべきである○ 
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(3)国内規

の統一の要否

格 マルチメディア放送の技術方式のあり方につい

は ...

て 技術方式について 

始末普及促進 ためにも､地方ブロック向け放送の技術方式と全国向け放送のの技術方式を同一方式の採用により､受信】愉未ストの低廉化､受信環境の整備も容易となることが想定できる∫コ､○ 


